
令和　３　年　１　月　２１　日 
 
四中PTA会員の皆さま 

田無第四中学校ＰＴＡ会長 
 

第３回運営委員会報告書 
 

第３回運営委員会については、東京都の新型コロナウイルス感染症罹患者の急増を受け、感染症の
感染拡大防止の観点から本会の実開催を見送ることとし、書面での報告とさせていただきました。 

1. 連絡事項 

1 市長、教育長とＰ保連の懇談会 
令和2年11月12日（木）市長、教育長とＰ保連の懇談会に出席（西東京市役所会議室） 
＜要望内容＞ 
１ 体育館スクリーンの改修 
2 内壁の補修 
3 双方向授業に向けて各クラスのWi-Fiの整備 
 
上記要望について西東京市からはまだ回答をいただいておりませんので、第４回運営委員会
にてご報告させていただきます。 
 

2 「子ども110番ピーポくんの家」担当者会議 
令和2年12月3日（木）「子ども110番ピーポくんの家」担当者会議に出席 
＜田無第四中学校からの報告＞ 
田無第四中学校PTAでは、向台小学校と柳沢小学校と学区がかさなっており、ピーポくんの
家を募集していませんので本活動はしていません。防犯パトロールを毎年度実施していまし
たが、今年度より完全に中止となったため、活動がなくなりました。総持寺境内で行われる
盆踊りのパトロール活動を今年度も予定していましたが、総持寺のお祭りが中止となったた
め、活動が中止となりました。 
以上3件について報告とさせていただきます。 
 
＜ピーポくんの家について中学校の関わり＞ 
小学校からお世話になっているピーポくんの家は、『犯罪時、緊急時、困ったときなど中学
生になっても利用して大丈夫です。』とのことでした。ピーポくんの家の新規登録について
中学校では募集をしておりませんが、ピーポくんの家のステッカーが貼られていることが、
その地域の犯罪抑止効果に繋がります。ご協力いただける方は、ぜひご登録をお願いいたし
ます。登録手順などの詳細は、卒業した小学校にお問い合わせいただくか、田無四中PTA執
行部までご連絡ください。ご登録いただいたとしても、常に家にいなくてはいけないという
ことではありません。登録・退会も簡単にできます。子供たちを守るためにも、ぜひご協力
をお願いいたします。 
 
＜不審者情報の共有について＞ 
不審者情報の共有には次の方法があります。不審者が出た際に、保護者から学校にその旨を
連絡すると、学校から一斉メールにて不審者情報を発信します。もう一つは、田無警察の犯
罪のメールに登録すると、地域で起きた犯罪がメールで届きます。この場合、地域の犯罪情
報はメールを登録した人のみに発信されますが、各学校で起きた犯罪情報は各学校にしか連
絡が入らないため、柳沢小学校、保谷第二小学校など近隣の犯罪情報が届かないことになり
ます。この問題にどう対処すべきか？議論が行われました。「近隣学校で犯罪情報など共有
し一斉メールを流す」、「西東京市に犯罪情報が入った際には、市内の全学校にメールを流
す」などの意見があがっていました。 
 

3 ＰＴＡ会費の予備費使用報告について 
先日お話しいたしました予備費使用の件でご報告です。 
▪アルコールクリーン80 5L×4本(5箱) 115,000円　 
▪アルコール除菌剤　クサカアタック 1L(10本) 18,000円 
消費税含め146,300円 
2020年12月21日に支払いが終了しております。 
 

4 活動費の精算について 
活動費の精算は、3月に開催される第４回運営委員会終了後に行う予定です。 
運営委員会の開催については、改めてメールにてお知らせいたします。 



 
5 展示発表委員会（旧文化祭実行委員会）の活動内容等の見直しについて 
臨時運営委員会（令和2年11月28日開催）で議論が挙がりました本件については、今年度の
活動実績がないこと、また今後の活動について先行き不透明（感染症の影響により活動可能
な範囲が想定できない）なことを鑑み、活動内容等の見直しについて、具体的な対応は検討
事項の洗い出しも含め、次年度執行部に申し送ることとします。 

 

2. 議題 

特になし。 

 
3. 活動報告 

「各委員会等の活動報告（令和２年10月〜12月）」をご覧ください。 
 

次回運営委員会　令和３年３月６日（土）１３：３０　３階　図書室にて 
 


